


秩
禄
処
分　

明
治
九
年（
一
八
七
六
）　

家
禄
支
給
を
全
面
廃
止
。

強
制
的
に
金
禄
公
債
を
交
付
し
、
士
族
は
期
限
付
き
で
わ
ず
か

な
利
子
し
か
受
け
取
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

殆
ど
の
士
族
の
収
入
は
従
来
の
十
分
の
一
以
下
と
な
っ
た
。

家
禄
奉
還　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）　

家
禄
が
課
税
対
象
と
な

る
一
方
、
自
主
的
に
家
禄
を
奉
還
し
た
士
族
に
対
し
、
起
業
資

金
と
し
て
六
年
分
の
俸
禄
を
現
金
と
公
債
（
利
子
支
給
）
の
半
々

で
交
付
す
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
に
よ
り
家
禄
歳
出
の
約
三
分
の

一
が
整
理
さ
れ
た
。

地
租
改
正　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）　

土
地
価
格
に
応
じ
た
金

納
が
制
度
化
さ
れ
、
安
定
し
た
税
収
が
確
保
さ
れ
た
が
、
士
族

た
ち
は
自
作
地
以
外
の
土
地
を
失
い
、
自
作
地
に
つ
い
て
も
課

税
対
象
と
な
っ
た
。
特
に
、
鹿
児
島
士
族
は
伝
統
的
に
自
作
地

収
益
へ
の
依
存
が
高
く
、
そ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

廃
藩
置
県　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）　

全
国
規
模
で
の
税
収
確

保
の
根
拠
と
な
っ
た
施
策
。
士
族
た
ち
の
家
禄
支
給
は
政
府
に

よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
が
、
そ
の
額
は
国
家
歳
出
の
三
割
を
超
え

る
も
の
で
、
家
禄
削
減
は
不
可
避
の
課
題
で
あ
っ
た
。

明
治
政
府
の
財
政
政
策

西
南
戦
争
に
至
る
経
緯

（
画　

樫
木
成
香
）

【 

表
紙 

】
戦
士
の
休
日

　

植
木
口
警
視
隊
一
番
小
隊
三
等
巡
査
窪く
ぼ
た
せ
い
し
ろ
う

田
征
巳
郎
（
本
資
料
館
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
）。
三
月
一
五
日
の
横
平
山
の
激
戦
を
戦
い
抜
き
、
久
し
ぶ

り
の
休
戦
日
。
故
郷
会
津
に
残
し
た
恋
人
の
手
紙
を
読
み
返
す
。

　
　
く
り
か
へ
し　

又
ま
き
か
え
し
幾
度
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
こ
ろ
し
て
読
む　

嬬
の
玉
づ
さ　

　

く
ゆ
ら
す
煙
の
向
こ
う
に
面
影
と
思
慕
が
浮
か
ぶ
休
戦
日
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
一
〇
年
後
の
西
南
戦
争
…

　
西
南
戦
争
に
お
い
て
は
、
政
薩
両
軍
の
資
金
力
に

大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。

　
政
府
軍
は
四
二
二
二
万
円
、
薩
摩
軍
は
一
〇
〇
～

七
十
万
円
（
資
料
に
よ
り
幅
あ
り
）。
何
と
四
十
倍

の
差
。
資
金
力
が
勝
敗
を
分
け
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
な
か
ろ
う
。
政
府
軍
の
潤
沢
な
戦
費
支
出
は
、
明

治
政
府
が
進
め
て
き
た
地
租
改
正
・
家
禄
奉
還
・
秩

禄
処
分
等
、
財
政
の
安
定
化
政
策
に
裏
付
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　
当
初
は
三
井
家
の
財
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
明
治
政
府
。
し
か
し
、
一
〇
年
後
に
は
自
ら
の
財

力
に
よ
っ
て
国
内
最
後
の
内
戦
を
乗
り
切
る
ま
で
に

な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
財
政
政
策
は
士
族
の
生
活
を

困
窮
さ
せ
、反
乱
の
主
要
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

皮
肉
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
し
て
の
西
南
戦

争
。
そ
の
お
金
事
情
を
特
集
す
る
。

「
勤
皇
一
途
に
尽
力
す
べ
き
」

 　
発
足
し
た
ば
か
り
で
信
用
も
、
そ
し
て
一

両
の
貯
え
も
無
か
っ
た
朝
廷（
明
治
新
政
府
）

は
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
二
月
、
こ

の
通
達
文
を
も
っ
て
豪
商
三
井
家
へ
献
金
を

求
め
た
。

　
三
井
家
は
直
ち
に
一
〇
〇
〇
両
を
上
納
。

新
政
権
に
賭
け
た
の
で
あ
る
。

　
間
も
な
く
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
火
蓋
が
切

ら
れ
、
こ
の
時
、
三
井
家
の
周
旋
に
よ
り
多

く
の
京
坂
富
豪
か
ら
献
金
が
集
ま
っ
た
。
新

政
府
軍
＝
官
軍
は
、
こ
の
資
金
を
も
と
に
戊

辰
戦
争
を
戦
っ
た
の
で
あ
る
。

　
戊
辰
戦
争
に
お
い
て
官
軍
を
勝
利
へ
と
導

い
た
、そ
の
端
緒
は
豪
商
三
井
家
の
信
用
力・

財
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「東錦大政奉還」

「田原坂激戦之図」

特
集　

 

値
・
戦
・
金



13.8 × 24.1 ㎝

31.1 × 42.7 ㎝

21.6 × 29.1 ㎝

26.0 × 35.5 ㎝

旧
公
債
證
書

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
発
行
。
廃

藩
置
県
に
伴
い
、
政
府
は
旧
藩
の
借
金

を
肩
代
わ
り
し
、
債
権
者
に
対
し
て
公

債
を
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
天
保
一
四

年
（
一
八
四
三
）
以
前
の
借
金
は
全
額

破
棄
（
踏
み
倒
し
）、
無
利
子
、
五
〇

年
償
還
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
。

　

地
券
（
地
券
之
證
）

　

地
租
改
正
に
伴
う
測
量
調
査
に
も

と
づ
き
地
券
が
発
行
さ
れ
た
。
土
地

の
所
有
権
を
公
証
し
、
納
税
義
務
者

を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
手
書
き

と
木
版
摺
り
が
あ
り
、
後
に
は
銅
版

印
刷
と
な
っ
た
。

　

地
租
は
、
当
初
は
地
代
の
3
％
で

あ
っ
た
が
、
重
税
へ
の
反
対
一
揆
が

各
地
で
頻
発
し
た
こ
と
か
ら
、
明
治

一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
２.

５
％
へ

減
額
さ
れ
た
。

　

ち
な
み
に
、
左
の
地
券
之
證
（
明

治
六
年
）
の
発
給
者
、
白
川
県
権
参

事 

嘉
悦
氏
房
は
、
横
井
小
楠
に
師
事

し
、
当
時
の
実
学
党
に
よ
る
熊
本
県

政
を
リ
ー
ド
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

家
禄
奉
還
願

　

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
発
行
。
京
都

の
士
族
が
旧
藩
時
代
の
永
世
禄
を
返
上
す

る
こ
と
を
願
い
出
た
書
状
。
赤
字
で
、
相

当
す
る
資
本
金
を
大
蔵
省
が
支
給
す
る
由

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

金
禄
公
債
証
書
の

　
　
　

盗
難
に
関
す
る
布
達　

　

明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）、
秩
禄
処
分

に
伴
っ
て
発
行
さ
れ
た
金
禄
公
債
の
紛
失
・

盗
難
事
件
が
全
国
各
所
で
頻
発
し
た
。

　

左
資
料
は
、
茨
城
県
の
旅
籠
で
証
書

一
二
六
枚
が
ま
と
め
て
盗
ま
れ
、
こ
れ
ら

の
取
引
を
停
止
す
る
こ
と
を
大
蔵
卿
伊
藤

博
文
が
布
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

地
租
だ
け
に
頼
れ
ぬ

と
い
う
訳
で
…

新
た
な
財
源
と
し
て

明
治
八
年
に
煙
草
税
導
入
。

明
治
の
世
も
喫
煙
者
に
は

厳
し
か
っ
た
。

私が案内しよう

河上 彦斎　KawakamiGensai



項 目　　　　 西南戦争当時 近 年 価格の比較

玄米 0.036円 / ㎏　　　　263円 / ㎏ 7,306 倍

小麦 0.024円 / ㎏ 62円 / ㎏ 2,583 倍

小豆 0.044円 / ㎏ 733円 / ㎏ 1,666 倍

醤油 0.037円 / ㎏ 380円 / ㎏ 7,811 倍

砂糖 0.125円 / ㎏ 奄美産 84円 / ㎏ 634 倍

煎茶 0.670円 / ㎏ 荒茶 1,373円 / ㎏ 2,049 倍

昆布 0.040円 / ㎏ 利尻産 1,516円 / ㎏ 37,900 倍

新聞月額（朝日） 0.200円 4,037円 20,185 倍

日雇い賃金 21銭 /1 日 8,140円 /8 ｈ（東京都） 38,590 倍

大麦 0.016円 / ㎏ 47円 / ㎏ 2,936 倍

大豆 0.039円 / ㎏ 244円 / ㎏ 6,256 倍

塩（赤穂） 0.004円 / ㎏ 380円 / ㎏ 95,000 倍

味噌 0.030円 / ㎏ 484円 / ㎏ 16,133 倍

鶏卵 0.178円 / ㎏ 210円 / ㎏ 1,180 倍

日本酒 0.035円 / ℓ 「美少年」2,310 円 / ℓ 66,000 倍

畳表 0.238円 / 枚 1,844円 / 枚 7,916 倍

葉書 1銭 63円 6,300 倍

警察官初任給 4円 大卒 218,000 円 54,500 倍

銀座地価　（三愛付近） 20円 / 坪 189,090,908円 / 坪 9,454,545 倍

　

西
南
戦
争
当
時
と
現
在
と
の
価
格
を
単
純
に
比
較
す
る

こ
と
は
難
し
い
。　
　

　

価
値
観
の
変
化
に
加
え
、
生
産
・
流
通
形
態
が
変
わ
っ

た
た
め
、
当
時
、
高
価
で
あ
っ
た
も
の
が
現
在
で
は
安
価

に
な
っ
た
り
、
ま
た
、
そ
の
逆
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
農

産
物
は
比
較
的
物
価
上
昇
が
少
な
く
、
そ
の
加
工
品
に
つ

い
て
は
上
昇
率
が
高
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
人

件
費
は
著
し
く
高
騰
し
て
い
る
。

　

概
ね
で
は
あ
る
が
、
西
南
戦
争
当
時
か
ら
現
在
ま
で
に

物
価
は
、 2
万
倍
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

政 府 軍

陸軍

軍夫賃銭 13,060,000円 2,035 万余人分

鉄砲・弾薬費 4,550,000円

運送船舶費 3,440,000円
三菱会社の傭船 103 隻・
買入 2隻

難民救済費 1,520,000円
難民 404,600 人・2,200 戸　
罹災家屋 35,400 戸

駐輩費 250,000円

犯罪処分費 180,000円

陣舎費 62,000円

その他 若 干
軍人の増給・新兵の徴募費・旅費・
埋葬費・各地の警備・官吏の派遣・
恩賞・扶助

計　41,567,726 円

海軍 計　654,529 円

戦費総合計　42,222,255 円

薩 摩 軍

約 700,000 ～ 1,000,000 円

中期以降欠乏し、軍票（西郷札）を発行するなどした。

＊価格は、｢ 東京卸売相場」『日本長期統計

総覧 第 4 巻』日本統計協会 1988 年，『日

本の物価と風俗 130 年の移り変わり』同盟

出版 2001 年，各省庁による価格動向調査

の統計などを参照。

＊国立銀行は、明治 5 年（1872）

の国立銀行条例に基づいて開設

された金融機関。「国法によって

立てられた銀行」という意味。

第十五国立銀行は、秩禄をすべ

て金公債に換えて華族に交付し、

これを元資に毛利元徳（長州藩

最後の藩主，公爵）ら華族が発起

人となり開業。銀行券を発行し、

政府に貸し付けた。

　

政
府
軍
は
、
一
般
会
計
支
出
額
五
九
三
一
万
円
（
明
治
九
年
七
月
～
一
〇
年
六
月
）
の
約
七
割

に
相
当
す
る
四
二
二
二
万
円
を
費
や
し
た
。

　

そ
の
概
ね
の
内
訳
は
、
政
府
紙
幣
発
行
約
二
七
〇
〇
万
円
（
六
四
％
）、
第
十
五
国
立
銀
行
か
ら

の
借
り
入
れ
約
一
五
〇
〇
万
円
（
三
六
％
）、
堺
県
か
ら
の
上
納
金
約
一
万
円
で
あ
る
。
政
府
に
は

三
九
〇
〇
万
円
を
超
え
る
準
備
金
が
あ
っ
た
が
、
戦
費
の
拡
大
に
よ
り
借
り
入
れ
な
ど
で
遣
り
繰

り
し
、
戦
争
を
乗
り
切
っ
た
。

　

薩
摩
軍
の
戦
費
は
不
明
確
で
あ
る
。
概
ね
七
〇
万
余
円
と
も
一
〇
〇
万
円
と
も
い
わ
れ
、
い
ず

れ
に
せ
よ
政
府
軍
の
四
〇
分
の
一
に
満
た
な
い
額
で
あ
る
。

　

大
山
綱
良
県
令
以
下
県
官
が
主
導
し
、
官
金
一
五
万
円
を
用
意
し
た
ほ
か
、
士
族
商
社
の
承
恵

社
・
撫
育
社
に
命
じ
て
発
行
さ
せ
た
六
万
円
の
證
券
を
富
商
に
売
却
し
た
り
、
警
察
費
と
称
し
て

管
下
住
民
か
ら
納
金
さ
せ
る
な
ど
し
た
り
し
て
資
金
を
提
供
し
て
い
る
。
開
戦
後
は
、
別
府
晋
介
・

辺
見
十
郎
太
が
鹿
児
島
に
戻
り
私
学
校
の
資
金
を
集
め
る
、
独
自
の
軍
票
（
西
郷
札
）
を
発
行
す

る
な
ど
し
た
が
、
圧
倒
的
な
戦
費
不
足
は
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
。

毛利 元徳

西
南
戦
争
当
時
の
物
価

西
南
戦
争
の
戦
費
比
較



西
南
戦
争
当
時
の
貨
幣

西
南
戦
争
当
時
の
硬
貨
の
流
通
実
態

　

明
治
初
年
頃
、
江
戸
時
代
の
貨
幣
体
系
で
あ
る
四

進
法
は
外
国
人
か
ら
不
評
で
あ
り
、
多
量
の
偽
造
銭

も
あ
っ
て
貿
易
決
済
に
支
障
を
き
た
し
て
い
た
。
明

治
政
府
は
、
幣
制
を
国
際
的
な
基
準
に
合
わ
せ
る
た

め
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
新
貨
条
例
を
制
定
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
円
・
銭
・
厘
に
よ
る
十
進
一
位
法
、

実
質
的
な
金
・
銀
両
本
位
制
が
採
用
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
明
治
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら

造
幣
機
を
買
い
入
れ
、
大
阪
の
造
幣
寮
で
洋
式
硬
貨

の
鋳
造
を
開
始
す
る
。
表
に
菊
花
と
双
桐
を
、
裏
面

に
天
皇
を
象
徴
す
る
竜
を
配
す
る
デ
ザ
イ
ン
で
、
そ

の
彫
金
技
術
の
高
さ
は
造
幣
寮
を
建
設
し
た
技
士

ウ
ォ
ー
ト
ル
ス
を
し
て
感
嘆
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

西
南
戦
争
戦
跡
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
出
土
し
た
硬
貨
は
、

当
時
の
貨
幣
流
通
の
実
態
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

八
代
市
若
宮
官
軍
墓
地　

戦
死
者
が
身
に
つ
け
て
い
た
と
み
ら

れ
る
硬
貨
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
、
寛
永
通
宝
な
ど

江
戸
時
代
の
銭
貨
七
四
枚
、
明
治
時
代
の
銅
貨
二
一
枚
で
あ
る
。

熊
本
鎮
台
本
営
跡
（
熊
本
城
本
丸
御
殿
跡
）   

西
南
戦
争
開
戦
当

日
の
二
月
一
九
日
に
焼
失
し
た
熊
本
鎮
台
本
営
跡
の
発
掘
調
査

で
は
、
江
戸
時
代
の
国
産
銅
貨
五
九
九
枚
に
対
し
、
明
治
時
代

（
六
～
十
年
）
の
銅
銭
は
四
三
枚
出
土
し
た
の
み
で
あ
る
。

玉
東
町
半
高
山
戦
跡　

天
保
通
宝
四
枚
と
半
銭
（
明
治
七
年
銘
）

が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
。　

　

明
治
政
府
は
、
旧
銭
貨
を
回
収
し
、
近
代
硬
貨
と
の
交
換
を

進
め
て
い
た
が
、
鋳
造
量
の
不
足
か
ら
江
戸
時
代
の
銅
貨
も
寛

永
通
宝
（
一
文
銭
）
を
一
厘
、
天
保
通
宝
を
八
厘
と
し
て
通
用

せ
さ
て
い
た
。
戦
跡
か
ら
出
土
し
た
硬
貨
は
、
当
時
、
未
だ
江

戸
時
代
の
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2 銭

半銭 1銭

天保通宝

寛永通宝

火災による焼け爛れ、変形品が多くみられる。

熊本鎮台本営跡出土の江戸時代銭貨

熊本鎮台本営出土銅貨

　

天
保
通
宝
（
本
座
銭
）　

天
保
六
～
明
治
三
年

（
一
八
三
五
～
七
〇
）
発
行
。
幕
府
（
後
に
は
明
治

政
府
）
が
鋳
造
し
た
も
の
。

　

天
保
通
宝
（
薩
摩
銭
）　

文
久
三
年
（
一
八
六
四
）

頃
か
ら
発
行
。
薩
摩
藩
が
密
鋳
、
発
行
し
た
も
の
。

精
巧
な
つ
く
り
で
、
京
・
大
坂
に
お
け
る
流
通
で

も
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

西
郷
天
保　

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
発
行
。

薩
摩
軍
は
、
佐
土
原
に
お
い
て
西
郷
札
と
と
も
に

天
保
通
宝
（
西
郷
天
保
）・
二
銭
銅
貨
の
偽
造
も
行

な
っ
た
。
本
座
銭
・
薩
摩
銭
に
比
べ
て
、
や
や
小

ぶ
り
で
鋳
上
が
り
が
悪
い
。

洋
式
硬
貨
の
発
行

実物大実物大実物大

実物大



1 朱

1 分

1 両

5 両

10 両

2 分

1 分

2 朱 1 朱

2 分札は 11.3 × 4.4 ㎝

明
治
初
期
の
紙
幣

　

太
政
官
札

　

慶
応
四
年
～
明
治
二
年
（
一
八
六
八
～
六
九
）
発
行
。
由
利

公
正（
三
岡
八
郎
）の
建
議
に
よ
る
日
本
初
の
全
国
通
用
紙
幣
。

　

戊
辰
戦
争
の
戦
費
を
賄
う
た
め
、
約
一
七
〇
〇
種
も
の
藩
札

を
廃
し
幣
制
を
統
一
す
る
た
め
に
発
行
さ
れ
た
。
十
両
・
五
両
・

一
両
・
一
分
・
一
朱
の
五
種
が
あ
る
。

　

民
部
省
札

　

明
治
二
～
三
年（
一
八
六
九
～
七
〇
）発
行
。

　

太
政
官
札
は
高
額
紙
幣
が
多
く
、
民
間
の

流
通
需
要
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を

補
完
す
る
も
の
と
し
て
小
額
紙
幣
の
民
部
省

札
が
発
行
さ
れ
た
。
二
分
・
一
分
・
二
朱
・

一
朱
の
四
種
が
あ
る
。

　

太
政
官
札
・
民
部
省
札
の
通
用
期
間

　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
布
告
に

よ
り
公
債
証
券
や
新
紙
幣
（
明
治
通
宝
）

に
交
換
・
回
収
さ
れ
、
太
政
官
札
は
明

治
一
二
年
ま
で
、
民
部
省
札
は
明
治
九

年
ま
で
通
用
し
た
。

民部省札 太政官札

贋札は本物に比べ、線がぼやける、字の細かい箇所が異なる、模様

が雑などの差異がみられる。また、本物は銅版摺り（エッチング）

によるが、贋札には木版摺りや手書きのものもみられる。

　

太
政
官
札
・
民
部
省
札
の
贋
札

　

明
治
新
政
府
へ
の
信
用
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
贋
札
が

大
量
に
偽
造
さ
れ
出
回
っ
た
。

本物 本物贋札 贋札

10 両札は 15.7 × 6.9 ㎝

由
利
は
出
身
地
の
越
前
和
紙

で
札
を
造
り
、
偽
造
を
防
止

し
た
の
じ
ゃ
が
…



半円 20 銭 10 銭

＊
不
換
紙
幣
：
本
位
貨
幣
（
金
貨
・
銀
貨
）
と
の
兌
換

が
で
き
ず
、
政
府
の
信
用
を
担
保
に
流
通
す
る
紙
幣
。

10 円

1 円

政
府
軍
の
紙
幣

　

明
治
通
宝

　

明
治
五
～
一
四
年
（
一
八
七
二
～
八
一
）
発
行
。
西
南
戦
争
に
お

い
て
政
府
軍
が
主
に
使
用
し
た
。
廃
藩
置
県
に
伴
っ
て
発
行
さ
れ
た

初
の
西
洋
式
印
刷
技
術
に
よ
る
紙
幣
で
あ
る
（
赤
字
の
「
明
治
通
宝
」

は
木
版
摺
り
）。

　

不
換
紙
幣
で
は
あ
っ
た
が
、
当
初
期
、
ド
イ
ツ
の
印
刷
会
社
で
製

造
さ
れ
た
た
め
ゲ
ル
マ
ン
紙
幣
と
も
呼
ば
れ
て
好
評
を
博
し
た
。
ま

た
、
旧
来
の
藩
札
・
太
政
官
札
な
ど
と
交
換
さ
れ
、
政
府
紙
幣
の
統

一
が
図
ら
れ
た
。
一
〇
〇
円
・
五
〇
円
・
一
〇
円
・
五
円
・
二
円
・

一
円
・
半
円
・
二
〇
銭
・
一
〇
銭
の
九
種
が
あ
る
。

10 円札は 13.7 × 9.0 ㎝

田中 光顕

　

銭
よ
り
札

　

陸
軍
会
計
監
督
田
中
光
顕
は
、
戦
線
拡
大
に
よ
る
戦
費
調
達

に
際
し
、
銀
銅
貨
は
携
行
に
不
便
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
紙
幣
で

の
支
給
を
東
京
の
西
郷
従
道
中
将
へ
要
請
し
て
い
る
。

　

な
お
、
国
立
銀
行
紙
幣
は
薩
摩
軍
の
大
量
使
用
に
よ
り
九
州

で
打
歩
（
減
価
）
が
生
じ
た
た
め
、
国
立
銀
行
紙
幣
は
大
阪
で

政
府
紙
幣
で
あ
る
明
治
通
宝
に
交
換
さ
れ
て
戦
地
に
運
ば
れ
た
。

　

明
治
通
宝
の
贋
札　

　

西
洋
式
印
刷
技
術
を
用
い
偽
造
防
止
を
図
っ
た
も
の
の
、

全
て
の
額
面
で
デ
ザ
イ
ン
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
小
額
紙

幣
の
大
き
さ
に
大
差
が
無
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
額
面
を
書

き
変
え
る
な
ど
の
偽
造
が
横
行
し
た
。

本物 贋札



　

主
に
使
用
し
た
の
は
、
旧
鹿
児
島
藩

主
島
津
家
が
出
資
、
設
立
し
た
第
五
国

立
銀
行
の
紙
幣
で
あ
る
。

　

第
五
国
立
銀
行
は
役
員
が
島
津
家
旧

家
臣
で
構
成
さ
れ
、
鹿
児
島
に
お
い
て

強
固
な
営
業
基
盤
を
築
い
て
い
た
こ
と

に
よ
る
が
、
薩
摩
軍
の
戦
況
悪
化
と
と

も
に
紙
幣
の
信
用
は
低
下
し
た
。

　

そ
の
他
、
士
族
商
社
が
発
行
し
た
証

券
（
承
恵
社
札
）、
薩
摩
軍
が
発
行
し
た

軍
票
（
西
郷
札
）
な
ど
が
あ
る
。

1 円

50 銭

薩
摩
軍
の
紙
幣

半円

　

承
恵
社
札

　

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
発
行
。

　

鹿
児
島
県
庁
は
士
族
商
社
の
承
恵
社

な
ど
に
証
券（
承
恵
社
札
）を
発
行
さ
せ
、

市
中
の
富
豪
に
販
売
し
て
、
そ
の
現
金

を
薩
摩
軍
に
供
給
し
た
。

6.0 × 8.7 ㎝

　

西
郷
札

　

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
七
月
七
日
～
三
一
日
発
行
。
深
刻
な
戦
費
不
足
を
受
け
、

桐
野
利
秋
ら
の
発
案
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
。
総
発
行
高
は
十
七
万
円
と
い
わ
れ
る
。

　

製
札
所
は
佐
土
原
の
瓢
箪
島
で
、
贋
札
造
り
の
罪
で
投
獄
さ
れ
て
い
た
者
を
釈
放
し

て
製
造
に
当
た
ら
せ
、
和
紙
原
料
の
入
手
が
困
難
だ
っ
た
た
め
、
寒
冷
沙
で
和
紙
を
挟

ん
で
貼
り
合
せ
た
布
札
と
し
た
。
一
〇
円
・
五
円
・
一
円
・
五
十
銭
・
二
〇
銭
・
一
〇

銭
の
六
種
が
あ
る
。

　

当
時
、
薩
摩
軍
が
実
行
支
配
し
て
い
た
宮
崎
地
方
で
流
通
し
、
受
け
取
り
を
拒
否
す

る
者
に
は
脅
迫
を
も
っ
て
通
用
さ
せ
た
と
い
う
。
戦
後
は
価
値
が
無
く
な
り
、
通
用
し

た
地
元
に
大
き
な
損
害
を
与
え
た
。

　
「
南
洲
翁
五
拾
年
祭
記
念
」
西
郷
札

　

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
発
行
。
戦
後
、

西
郷
札
に
は
西
郷
追
慕
の
情
が
投
影
さ
れ

て
い
く
。
庶
民
の
間
で
は
お
守
り
に
す
る

な
ど
珍
重
さ
れ
、
大
阪
で
は
、
そ
の
所
有

を
め
ぐ
っ
て
裁
判
に
発
展
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。

　

没
後
五
〇
年
祭
で
は
記
念
レ
プ
リ
カ
品

が
販
売
さ
れ
た
。
紙
製
と
布
製
が
あ
る
。

裏面上位に「南洲翁五拾年祭記念発行」とある。

11.1 ×6.5 ㎝

10.1 ×6.4 ㎝

錦絵に描かれた西郷札

「賊ハ贋紙幣…」と報じている。

西
郷
札
は
庶
民
の
間
で
は

お
守
り
と
し
て
大
切
に
さ

れ
て
き
た
の
じ
ゃ
。



　

戦
時
こ
そ
「
金
払
い
の
良
さ
」
が
必
要
で

あ
る
。
政
府
軍
は
兵
士
に
対
し
て
定
期
給
の

み
な
ら
ず
軍
功
者
に
は
賞
与
を
下
賜
し
、
現

地
で
の
物
資
購
入
費
や
軍
夫
な
ど
の
使
役
賃

金
に
つ
い
て
も
確
実
に
支
給
し
た
。

　

政
府
軍
の
戦
費
内
訳
を
み
る
と
、
最
も
多

く
費
や
し
た
の
が
軍
夫
賃
金
（
総
額
の
三
割

超
）
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
戦
争
理
念
を

良
く
示
す
も
の
と
い
え
る
。

 

一
方
、
薩
摩
軍
で
は
未
払
い
や
、
時
に
は

現
地
で
の
略
奪
が
横
行
し
た
。
戦
費
不
足
か

ら
致
し
方
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
現
地
の

人
々
か
ら
の
信
頼
が
喪
失
し
た
こ
と
は
、
薩

摩
軍
の
敗
因
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

名称 足留 1日
当地にて
使役 1日

運送 1日 戦地 1日

百長 1円 1円50銭 2 円 2円50銭

二十長 50 銭 75 銭 1 円 1円50銭

平夫 30 銭 40 銭 40 銭 75 銭

軍夫賃金表（4月 4日に政府陸軍が制定した金額）

死傷者の搬送や武器・食料の運搬などの雑役を現地
住民に担わせたもので、その額 1,306 万円と戦費総
額の 3割を超えている。

＊ 「百長」 ･ 「二十長」 ： 一般の軍夫（平夫）を
統括し、 各軍役に手配する人。

　

長
小
田 

住
吉
神
社
の
絵
馬

　

地
元
住
民
が
担
っ
た
雑
役
の

な
か
で
も
、
兵
器
輸
送
は
命
が

け
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
多
く
の

死
傷
兵
を
見
て
「
恐
怖
弥
増
」、

銃
弾
の
激
し
さ
に
「
七
転
八
倒

…
恰
モ
夢
ノ
如
シ
」
の
思
い
を

し
た
。『
五
野
保
萬
日
記
』

　

菊
水
町
長
小
田
の
住
吉
神
社

に
奉
納
さ
れ
た
西
南
戦
争
の
絵

馬
に
は
、
そ
の
強
烈
な
印
象
か

ら
弾
薬
箱
を
運
ぶ
軍
夫
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
。

「高瀬ノ死傷者ヲ南関ニ送ルノ図」　『従征日記』

　

井
上
平
七
副
戸
長
賞
金
下
賜
状

　

井
上
平
七
は
、
西
南
戦
争
時
、
第
七

大
区
五
小
区
（
現
玉
東
町
木
葉
）
の
副

戸
長
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
尽
力
に
よ

り
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）、
賞
金

二
〇
円
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

「婦女ヲ傭フテ團飯ヲ
　　　造ラシムルノ図」　　　

 『従征日記』

西
南
戦
争
の
人
件
費

　

軍
夫
手
配
・
管
理
の
苦
労

　

軍
夫
の
手
配
・
管
理
に
は
苦
労
が

あ
っ
た
。

　

田
原
坂
の
戦
い
に
よ
る
死
傷
者
を

移
送
す
る
に
も
軍
夫
を
請
け
負
う
者

は
少
な
く
、
さ
ら
に
、
繃
帯
所
（
仮

設
病
院
）
に
一
回
運
ぶ
と
軍
夫
は

帰
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
集
め
る
の
が

難
し
い
。
そ
こ
で
、
一
人
の
死
傷
者

を
運
ぶ
ご
と
に
切
符
を
渡
し
、
賃
金

の
外
に
一
枚
に
つ
き
一
〇
銭
を
給
付

し
た
と
い
う
。そ
の
効
果
は
大
き
く
、

「
弾
丸
雨
注
ノ
下
ニ
馳
走
シ
患
者
ノ

来
ル
ヲ
俟
ツ
、
偶
一
相
争
フ
テ
之
ヲ

請
ヒ
テ
病
院
ニ
送
ル
」。『
従
征
日
記
』

　

女
性
も
活
躍

　

現
地
の
女
性
は
、
主
に
食
事
の
用
意
な
ど
に
従
事
し
た
が
、

な
か
に
は
、
女
性
だ
か
ら
怪
し
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
の
こ

と
か
ら
物
乞
い
に
変
装
し
て
敵
情
を
視
察
し
た
者
も
お
り
、
こ

の
働
き
に
は
二
円
五
〇
銭
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

22.8 × 28.3 ㎝



　

横
井
俊
介  

給
与
辞
令

　

横
井
は
同
僚
の
医
師
九

名
と
と
も
に
鹿
児
島
仮
病

院
に
入
り
、
薩
摩
兵
等
の

戦
傷
者
の
治
療
に
あ
た
っ

た
。
月
給
は
五
〇
円
。
高

額
で
あ
る
。

　

外
来
患
者
も
あ
り
、
そ

の
多
く
は
戦
争
と
は
関
係

の
無
い
病
人
で
あ
っ
た
。

横
井
は
戸
惑
い
な
が
ら

も
、
そ
の
治
療
に
あ
た
っ

た
と
い
う
。

22.1 × 28.8 ㎝ 　

佐
藤
方
一　

　
　

賞
金
下
賜
状

　

佐
藤
方
一
は
、
西
南
戦

争
時
、
警
視
隊
本
部
よ
り

敵
情
視
察
を
命
ぜ
ら
れ
、

三
年
後
の
明
治
一
三
年

（
一
八
八
〇
）、
賞
金
二
〇

円
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

　

木
版
摺
り
で
あ
り
（
井

上
平
七
副
戸
長
下
賜
状
と

同
版
）、
こ
の
時
、
多
く

の
人
に
賞
金
が
下
賜
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

23.0 × 28.7 ㎝

26.0 × 18.0 ㎝ 25.0 × 18.0 ㎝

　

草
野
英
行
陸
軍
会
計
軍
吏  

賞
金
下
賜
状

　

西
南
戦
争
と
、
こ
れ
に
先
立
つ
明
治
七

年
（
一
八
七
四
）
の
台
湾
出
兵
の
功
労
を
合

わ
せ
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）、
賞
金

七
〇
円
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

　

大
岡
勝
重
陸
軍
曹
長  

年
金
給
付
状

　

西
南
戦
争
の
論
功
行
賞
と
し
て
、
明
治

一
一
年
（
一
八
七
八
）、
年
金
六
〇
円
が
給

付
さ
れ
た
。
本
状
に
は
「
年
金
渡
方
手
続
概

則
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

合
わ
せ
て
、
七
宝
焼
き
五
三
桐
デ
ザ
イ
ン

の
勲
七
等
青
色
桐
葉
章
が
授
与
さ
れ
た
。

　

稲
葉
石
五
郎
の
軍
隊
手
帳

　

軍
隊
手
帳
に
は
、
月
給
（
渡
金
・
積
立
金
）

が
本
人
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

稲
葉
石
五
郎
（
別
働
第
一
旅
団
所
属
）
は
、

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
四
月
に
一
等
卒
に

昇
給
し
、
月
給
は
前
月
の
一
円
八
一
銭
三
厘
か

ら
二
円
二
三
銭
八
厘
に
上
が
っ
て
い
る
。

　大岡勝重曹長  勲七等青色桐葉章

西南戦争の翌年、大岡など下士官へ
の大量叙勲が実施された。

箱 8.2 × 6.7 ㎝

17.7 × 18.1 ㎝



　

日
本
の
近
現
代
史
に
お
い
て
物
価
上
昇
が
著
し
か
っ
た
の
は
、
日

露
戦
争
・
第
一
次
大
戦
・
日
華
事
変
・
太
平
洋
戦
争
・
朝
鮮
戦
争
な

ど
の
戦
争
期
で
あ
る
。
戦
時
に
お
け
る
需
要
拡
大
が
物
価
上
昇
を
引

き
起
こ
し
た
と
い
え
る
。

　

西
南
戦
争
は
、
戦
場
が
地
方
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
全
国
的

な
物
価
上
昇
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
現
地
に
お
け
る
諸

費
や
武
器
の
価
格
が
高
騰
し
た
こ
と
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

元込め式銃の遊底部

戦
場
の
値
段

年代 購入経緯 1挺の値段

明治 7（1874） 大塚良城より 300 挺 7 ㌦

明治 8（1875） 英商ビットマンより3450挺 9㌦ 30㌣

明治 10（1877） ハーブル・ブラン社より 988 挺 13㌦ 60㌣

明治 10（1877） グーチヨウ商社より 5000 挺 13㌦

明治 11（1878） 大倉組より 2990 挺 10㌦ 60㌣

明治 14（1881） 大阪粟屋より 269 挺 4円 70銭

＊明治 7年のレート：1㌦＝ 0.984 円

　

エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
の
改
造
費
＝ 

三
円

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
陸
軍
軍
事
顧
問

マ
ル
ク
リ
ー
（
仏
）
の
意
見
に
よ
り
、
旧
式
の

エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
を
弾
の
装
填
効
率
の
良
い

元
込
め
式
に
改
造
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
購
入

費
節
減
の
策
で
あ
る
。

　
「
銃
尾
ヲ
以
テ
シ
元
込
タ
ラ
シ
メ
ハ
堅
固
ナ

ル
小
銃
ヲ
得
ヘ
ク
一
挺
ノ
修
覆
ハ
三
円
ニ
過
キ

ス
」『
兵
器
沿
革
史  

第
一
輯
』

スナイドル銃の価格変遷

　スナイドル銃の値段＝ 13㌦

当時の陸軍制式銃はスナイドル銃であった。西
南戦争時は価格が高騰したが、明治 14 年（1881）
の村田銃を導入後は大幅に下落している。

西南戦争時、政府が民間から買上げた価格は 15
円。当時の報道（朝野新聞）によれば、鹿児島城
下では 75 円にまで高騰したという。

　スペンサー騎銃の値段＝最大 75 円

　

ブ
ロ
ド
ウ
ェ
ル
砲
弾

                     

＝
一
発 

一
円
二
厘

　

西
南
戦
争
時
、
陸
軍
砲
兵
本

廠
は
、
ブ
ロ
ド
ウ
ェ
ル
砲
弾

五
〇
〇
〇
発
の
製
造
を
五
〇
〇
九

円
五
〇
銭
に
て
請
け
負
っ
て
い
る
。

　

四
斤
砲
弾

　
　
　

＝
一
発 

一
円
七
九
銭
四
厘　

　

西
南
戦
争
時
、
陸
軍
砲
兵
本
廠

は
、
仏
式
四
斤
砲
弾
六
〇
〇
〇
発

の
製
造
を
一
〇
七
六
四
円
二
九
銭

に
て
請
け
負
っ
て
い
る
。

エンフィールド銃

スナイドル銃

スペンサー騎銃

　エンフィールド銃の値段＝ 3 円

政府軍のエンフィールド銃は、主に慶応年間以降の諸藩の購入品を還
納したものである。西南戦争時には、これを補充するために民間から
買い上げを行なっており、その価格は 3 円であった。

ス
ペ
ン
サ
ー
銃
は

七
連
発
な
の
で

高
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
。



田原坂戦跡採集の小銃弾

小銃弾の回収に使用したと伝わる箱

政府軍の武器類買取り価格（4月 2日布告）

　

弾
薬
盒
＝ 

二
十
三
銭

　

西
南
戦
争
時
、
民
間
品
の
価

格
は
二
三
銭
、
戦
場
の
拾
集
品

の
買
取
り
価
格
は
八
銭
で
あ
っ

た
。

　

牛
羹
缶
詰
＝ 

九
〇
銭

　

明
治
一
〇
年
四
月
三

日
、
政
府
軍
は
神
武
天
皇

祭
典
日
を
祝
し
、
長
崎
か

ら
仕
入
れ
た
牛
羹
（
ロ
ー

ス
ト
ビ
ー
フ
）の
缶
詰（
一

缶
九
〇
銭
）
を
兵
士
一
〇

名
に
つ
き
一
缶
ず
つ
支
給

し
た
。

　

兵
士
た
ち
は
喜
ん
だ

が
、
缶
詰
の
開
け
方
が
分

か
ら
ず
、
火
中
に
投
じ
た

た
め
缶
が
炸
裂
し
、
顔
や

手
足
に
火
傷
を
負
っ
た
者

も
あ
っ
た
。
右
の
資
料
も

缶
切
り
を
使
わ
ず
、
刃
物

で
突
き
開
け
て
い
る
。

　

戦
場
で
の
値
段 

　

戦
地
の
住
民
に
と
っ
て
、
戦
争
は
絶
好
の
金
儲
け

の
機
会
で
も
あ
っ
た
。

　

第
一
旅
団
会
計
部
長
川
口
武
定
が
著
し
た
『
従
征

日
記
』
に
は
諸
費
が
高
騰
し
て
い
た
こ
と
が
度
々
記

さ
れ
て
い
る
。

　

三
月
七
日
の
記
録
を
み
る
と
、
米
の
購
入
費
は
一

石
七
円
八
〇
銭
～
八
円
で
あ
っ
た
。
地
元
の
椎
持
村

（
現
山
鹿
市
鹿
北
町
）
の
住
人 

高
木
熊
太
の
日
記
に

は
、
明
治
一
〇
年
に
お
け
る
上
米
の
値
段
は
一
俵
一

円
二
〇
銭
（
一
石
は
三
円
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

戦
場
で
の
値
段
は
通
常
の
二
倍
以
上
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
る
。　

　

田
原
坂
の
戦
い
六
日
目
の
三
月
九
日
、
こ
の
頃
に

な
る
と
住
民
は
慣
れ
た
の
か
、
恐
れ
る
様
子
も
な
く
、

餅
・
酒
・
魚
・
菓
子
を
戦
場
に
売
り
に
来
て
い
る
。

弾
丸
が
飛
来
す
る
と
こ
ろ
で
は
身
を
潜
め
て
物
に
隠

れ
な
が
ら
、
前
線
近
く
ま
で
進
ん
で
兵
士
た
ち
に
売

る
姿
に
川
口
は
驚
い
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
糯
米
一
俵
で
衝
い
た
餅
は
四
円
で
あ
っ

た
。
餅
米
一
俵
（
六
〇
㎏
）
か
ら
は
、
大
体
２
．
２

倍
（
一
三
二
㎏)

の
餅
が
作
れ
る
の
で
、
切
り
餅
一

個
あ
た
り
の
値
段
は
約
一
銭
（
現
在
の
約
二
〇
〇
円
）

と
な
る
。「
利
を
射
る
も
亦
甚
し
」
で
あ
っ
た
。

種類 価格 種類 価格

小銃 1挺 20 銭 刀剣 1振 4銭

小銃弾 500発 50銭 小銃弾薬箱 1個 6銭

弾薬盒　　　1個 8銭 大砲弾薬箱 1個 10 銭

　

拾
っ
た
銃
弾
の
買
取
り
料
＝
一
発
一
厘

　

明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
四
月
二
日
、
政

府
軍
は
、
戦
場
に
散
逸
し
た
兵
器
類
を
拾
集
し

て
納
め
た
者
に
償
金
を
出
す
と
布
告
し
、即
日
、

地
元
か
ら
小
銃
弾
七
万
発
が
集
ま
っ
た
。
小
銃

弾
は
再
鋳
し
、新
た
な
銃
弾
と
し
て
使
用
し
た
。

　

一
方
、
薩
摩
軍
は
小
銃
弾
一
発
を
五
厘
と
し

た
が
、
領
収
券
を
渡
す
の
み
で
未
払
い
が
多

か
っ
た
と
い
う
。

川口 武定

46 × 21 ×Ｈ 16 ㎝

16 × 7 ×Ｈ 11 ㎝

径 16 ×Ｈ 11 ㎝



終
わ
ら
な
い
戦
争

　

戦
争
に
関
わ
る
支
出
は
、
戦
時
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
戦
後

も
膨
大
な
費
用
が
か
か
る
。

　

西
南
戦
争
に
お
い
て
政
府
軍
は
、
戦
死
者
を
葬
る
た
め
各
所
に

官
軍
墓
地
を
造
営
し
た
。
こ
れ
に
は
土
地
購
入
・
造
成
・
埋
葬
・

墓
石
の
製
作
費
な
ど
の
費
用
に
加
え
、
後
の
維
持
管
理
費
も
必
要

で
あ
っ
た
。

　

薩
摩
軍
の
死
者
に
つ
い
て
は
、
地
元
住
民
が
遺
体
を
処
理
、
埋

葬
し
た
が
、
こ
れ
に
関
わ
る
費
用
は
、
県
が
負
担
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
遺
族
へ
の
扶
助
、
戦
場
と
な
り
被
災
し
た
町
の

復
興
な
ど
、
戦
後
、
様
々
な
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

戦
争
は
「
高
く
つ
く
」
の
で
あ
る
。

　
「
臨
時
壮
兵
大
隊
長
以
下
職
務
心
得
之
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

死
傷
者
恩
給
等
級
相
当
」
表

　

西
南
戦
争
の
翌
年
、
編
成
部
隊
の
階
級
ご
と
に
、
死
傷
者
へ
の

扶
助
金
支
給
が
布
達
さ
れ
た
。

　

群
馬
県
令
か
ら
の
布
達
文
書
を
み
る
と
、
階
級
に
加
え
、
死
亡

と
怪
我
、
怪
我
の
度
合
い
に
よ
る
段
階
ご
と
に
金
額
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
寡
婦
・
孤
児
へ
の
扶
助
金
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

上
原
尚
儀
曹
長 

遺
族
扶
助
金
給
付
状

　

明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）、
戦
死
し
た

陸
軍
曹
長
上
原
尚
儀
の
父 

尚
廉
に
対
し
、

一
五
〇
円
の
扶
助
金
支
給
を
通
知
す
る
太

政
官
書
状
。

　

上
原
は
、
三
月
二
五
日
、
木
留
の
戦
い

で
戦
死
、
高
月
官
軍
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。

　

内
田
武
宗
大
尉 

寡
婦
扶
助
金
給
付
状
（
写
）

　

陸
軍
大
尉
内
田
武
宗
は
、
三
月
二
〇
日
に
二
俣
の
戦

い
で
戦
死
、
高
月
官
軍
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。

　

給
付
状
は
、
寡
婦 

鶴
に
対
し
、
三
ヶ
月
ご
と
に
計

一
八
七
円
を
支
給
す
る
こ
と
を
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

村
上
又
三
郎

　
　
　
　
　

遺
族
扶
助
金
給
付
状

　

現
植
木
町
古
閑
の
住
民 

村
上

又
三
郎
は
、
四
月
七
日
、
政
府

軍
に
周
辺
の
地
理
を
説
明
し
て
い

た
際
、
流
れ
弾
に
当
た
っ
て
亡
く

な
っ
た
と
い
う
。

　

給
付
状
は
、
熊
本
県
か
ら
遺
族

に
対
し
て
、
吊
祭
料
・
扶
助
金
と

し
て
三
六
円
の
支
給
を
通
知
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
不
運
な
事
例
は
他
に

も
あ
る
。

　

山
田
村
（
現
玉
名
市
）
で
は
、

買
い
上
げ
の
た
め
、
戦
地
に
散
乱

す
る
銃
弾
を
拾
集
し
て
い
る
際
、

暴
発
し
て
死
亡
し
た
者
に
三
六
円

の
扶
助
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。内田 武宗

20.8 × 14.4 ㎝

31.1 × 22.8 ㎝

21.4 × 14.9 ㎝

21.0 × 90.8 ㎝



七本官軍墓地

近
衛
歩
兵
第
一
聯
隊
第
一
大
隊
第
二
中
隊
長

＊
陸
軍
大
尉
志
木
守
行
、
明
治
10
年
3
月
11
日
、
二
俣
村
戦
死

（
広
島
鎮
）
台
歩
兵
第
十
一
聯
隊
第
三
大
隊
第
一
中
隊

七本薩軍墓地

「村婦靦然賊屍ヲ見ルノ圖」『従征日記』

墓石建造費（1基）墓石周り土留め（基壇）竹製花筒

警部 13 円 22 円 2 銭（1基） 1銭２厘

巡査 ３円 70 銭
23 円 58 銭２厘
　（13 基分）

1銭２厘

高月・七本官軍墓地における警視隊墓石の建造費

　

七
本
官
軍
墓
地
の
値
段 

　

田
原
坂
の
戦
い
の
死
者
を
葬
る
た
め
、
当

初
は
木
葉
村
高
月
を
埋
葬
地
と
し
た
が
（
高

月
官
軍
墓
地
）、
死
者
が
増
え
手
狭
に
な
っ
た

こ
と
、
主
要
道
路
（
三
池
往
還
）
に
近
接
す

る
た
め
衆
目
を
怯
え
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
新

た
に
轟
村
多
尾
に
墓
地
を
造
る
こ
と
と
な
っ

た
（
七
本
官
軍
墓
地
）。

　

当
時
、
会
計
本
部
と
し
て
い
た
民
家
の
牧

田
新
八
が
所
有
す
る
耕
地
一
反
一
畝
一
三
歩

は
、
三
面
に
樹
木
が
繁
り
、
こ
れ
が
目
隠
し

に
な
る
の
で
埋
葬
地
に
適
し
て
い
る
と
の
こ

と
か
ら
、
こ
れ
を
四
二
円
五
〇
銭
で
購
入
し

た
も
の
で
あ
る
。

　

高
月
官
軍
墓
地
の
木
製
墓
標

　

官
軍
墓
地
の
墓
標
は
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
以
降
、
石
製
に
建
替
え
ら
れ

る
が
、
そ
れ
ま
で
の
仮
墓
標
は
木
製
（
尖
頭
四
角
柱
形
）
で
あ
っ
た
。

　

木
製
墓
標
は
住
民
が
周
辺
の
山
林
か
ら
伐
採
し
た
も
の
を
用
い
、
住
民
は
県
に
対

し
、
一
本
に
つ
き
四
〇
銭
の
製
作
費
を
請
求
し
て
い
る
。

　

石
製
へ
の
建
替
え
に
よ
り
不
要
に
な
る
と
、
仮
墓
標
は
陸
軍
に
よ
り
近
隣
住
民
に

安
価
で
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
裁
断
さ
れ
、
建
築
部
材
等
に
転
用
さ
れ
た
。

七
本
薩
軍
墓
地
埋
葬
の
値
段 

　

田
原
坂
の
戦
い
後
、
夥
し
い
数
の
薩
摩
兵
の
遺
体
が
散
乱
し
て
お
り
、

地
元
住
民
は
、
こ
れ
ら
を
通
称
「
古
塚
」（
現
在
の
熊
本
市
北
区
役
所
前

交
差
点
付
近
）
や
道
路
脇
・
畑
の
脇
な
ど
個
々
の
場
所
に
埋
葬
し
た
。

そ
の
処
理
費
用
、
一
体
に
つ
き
一
円
が
県
か
ら
支
給
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
浅
く
土
を
被
せ
た
だ
け
の
遺
体
が
露
出
し
て
臭
気
を
発
し

た
り
、
将
来
の
開
発
の
障
害
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
住
民
は
耕

作
に
適
さ
な
い
痩
せ
た
土
地
を
選
ん
で
買
い
上
げ
、
散
在
す
る
薩
摩
兵

三
二
九
名
の
遺
体
を
ま
と
め
て
改
葬
し
た
。
う
ち
、
轟
村
字
鎌
地
の
も
の

が
現
在
の
七
本
薩
軍
墓
地
で
あ
る
。
住
民
は
、明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）

六
月
一
二
日
付
で
こ
れ
に
関
わ
る
費
用
の
支
給
を
県
に
願
い
出
て
い
る
。

　

地
代
金　

三
円
五
〇
銭
（
一
畝
歩
）

　

所
要
経
費　

一
六
四
円
五
〇
銭
（
一
体
に
つ
き
五
〇
銭
）

101 × 14 ㎝

94 × 15 ㎝

   

官
軍
墓
地
の
維
持
管
理

　

各
地
の
官
軍
墓
地
は
、
陸
軍
省
・

海
軍
省
・
内
務
省
に
よ
り
建
造
さ
れ

た
が
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）

に
は
全
て
内
務
省
の
所
管
と
な
り
、

維
持
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

明
治
一
五
年
の
年
間
経
費
は
、
高

月
官
軍
墓
地
が
一
二
五
円
、
七
本
官

軍
墓
地
が
三
七
円
五
〇
銭
。
こ
れ
に

よ
り
監
守
の
給
与
、
清
掃
・
修
繕
費

な
ど
が
賄
わ
れ
、
太
平
洋
戦
争
後
に

廃
止
さ
れ
る
ま
で
継
続
し
た
。

→
遺体



連携事業の紹介 －玉東町の取り組み－

　

賑
恤
金
下
賜
願
（
写
）

　

戦
後
、
焼
失
し
た
家
屋
に
対
し
て
補
償
金
が

支
給
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
漏
れ
た
家
、
戦
死
あ

る
い
は
投
獄
な
ど
に
よ
っ
て
働
き
手
を
失
い
、

未
だ
困
窮
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
家
も
多
か
っ
た
。

　

戦
後
一
三

年
経
っ
た
明
治
二
三
年

（
一
八
九
〇
）
一
二
月
、
鹿
児
島
城
下
と
熊
本
城

下
の
住
民
総
代
連
名
で
内
閣
総
理
大
臣 

山
縣
有

朋
宛
て
に
賑
恤
金
（
救
済
金
）
の
下
賜
願
い
が

提
出
さ
れ
た
。

　

同
様
の
も
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
県
に
対
し
て

再
三
に
亘
っ
て
提
出
さ
れ
て
お
り
、住
民
に
と
っ

て
は
切
実
な
願
い
で
あ
っ
た
こ
と
、
県
と
し
て

は
対
応
が
難
し
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

▲ JR 木葉駅前「ぷらっとぎょくとう」の資料展示

▲玉東町中央公民館の資料展示

▲西南戦争歴史講座（玉東町中央公民館）

51.7 × 62.7 ㎝

熊本市と玉名郡玉東町はともに西南戦争遺跡の保護と活用に取り組んでいます！

二俣官軍砲台跡・

横平山戦跡 etc...

史跡保存にも努めて

います。

玉東町章

　

賑
恤
金
領
収
書

　

前
年
の
下
賜
願
い
を
受
け
、
明
治
二
四
年

（
一
八
九
一
）
四
月
、
賑
恤
金
が
支
給
さ
れ
た
。

　

熊
本
城
下
三
八
名
の
領
収
書
を
綴
っ
た
も
の
で
、

一
律
二
七
円
五
四
銭
八
厘
二
毛
（
当
面
支
給
額

一
九
円
五
四
銭
八
厘
二
毛
、
残
金
八
円
）
を
受
け

取
っ
て
い
る
。

21.6 × 13.9 ㎝

戦災扶助金・年金・墓地の管理費etc. 
それだけではない、戦後のインフレも… 
戦争は終わらない。
そして「高くつく」のじゃ。
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